
男女が仕事と生活を両立できる環境を整えて、多くの人々が活躍できる持続可能な社

会をつくることは、労働組合の重要課題です。
連合加盟組合員の女性比率が約３割であるのに対し、女性組合役員は１割にも届きま
せん。女性の意見反映を保障し、女性の職域や人材育成、女性が労働組合に参加しやす
い環境づくりが重要です。
連合群馬では第５次計画にあたる「連合群馬ジェンダー平等推進計画フェーズ1」を

策定し、各種行事や組合役員に女性の参画率を増やすために、セミナー等を実施してい
ますが、産別や単組の組合員まで浸透しきれていないのが現状です。
そこで「男女平等参画推進・女性活躍推進」に関わる実施費用について一部助成金を
サポートする制度を設けました。

支援対象事業

問い合わせ

目的

男女平等参画推進・女性活躍

サポートします。

助成
上限30万

/産別
目的
女性活躍

◇ 新たにジェンダー平等・男女平等参画推進計画を
策定する、新たに男女平等委員会・女性委員会を設置
するために行った 会議や研修会の費用

◇ 男女平等参画・女性活躍推進に関する研修会、講演会、セミナー等の実施に
かかる講師料、会場費

◇ 男女平等参画・女性活躍推進に資する啓発機材（印刷物等）の制作・購入費
※当該年度以降も効果を持ち続けるものは、助成金の趣旨に合わないため、対象外

◇ 男女平等参画・女性活躍推進に関する事業であっても飲食や宿泊を伴う会議・
交流会、先進企業見学、その他の事業は相談になります。

連合群馬 男女平等担当

前橋市野中町361-2 TEL027-263-0555 FAX027-261-0549

詳しくは連合群馬ホームページ http://rengo-gunma.gr.jp/

メリット
好事例
共有

起床

申請書（産別→連合）

連合群馬協議（連合）

事業実施（産別）

報告書（産別→連合）

決定通知（連合→産別）

助成金支給（連合→産別）

実施状況報告（連合）

※添付：開催通知等と見積書（写しの場合原本証明）
を提出

※添付：領収書（写しの場合原本証明）、写真等
を提出

※偶数月に支給

※1年間利用状況の会議等で報告

※事例として機関誌で報告する場合があります。
その場合は相談させいていただきます。

申請から助成の流れ

申請できるのは連合群馬に加盟する『産別』で、1産別、会計期で１回、上限３０
万円です。申請は10月から翌年9月で予算上限に達した場合や会計年度を跨ぐ申請は、
助成できない場合があります。
「男女平等参画推進・女性活躍推進関係事業支援金助成について」をご覧の上、

申請書を提出してください。
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